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本会では、2011年１月に中長期的にわが国がめざす「国のかたち（ビジョン）」とそ

の実現に向けた国家戦略を策定し、社会に提示するために、本会の過去の提言を元

に「2020年日本の創生」を取りまとめた。 

 

その取りまとめの前段階として、本会が過去に発表した提言、意見書等の内容を

整理した「経済同友会政策提言要覧2009」を、2009年12月に作成した。 

2015年12月までに発表した各分野の提言等を更新したものが、この「経済同友会

政策提言要覧2015」であり、本会の政策提言を概観できるものとして作成した。 
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Ⅰ：国家運営の再構築 
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【Ⅰ-１】 政治改革 
 

 

【議会制民主主義（投票価値の平等、二院制等）】 

 投票価値の平等を実現する。 

 衆議院は「単純小選挙区制」とし、優越性を明確化する。 

 参議院は「全国規模の拘束名簿式比例代表制」とし、機能を見直す。 

 国会審議の活性化を図る。 

 若年層の投票率を向上させる。 

 第９次選挙制度審議会を早期に設置する。 

 

【政策本位の政治】 

 「政権公約（マニフェスト）」を起点とした PDCAサイクルを確立する。 

 「政策市場」を構築する。 

 

【政党、政治資金】 

 「政党法」を制定し、政党力の底上げと統治機能強化を図る。 

 政党は多様で優秀な人材を登用・育成する。 

 企業・団体献金は原則禁止し、個人献金を促進する。 

 「日本版 FEC」を設置し、政治資金の情報公開を促進する。 

 

 

【議会制民主主義（投票価値の平等、二院制等）】  

 

1. 投票価値の平等を実現する。 

≪参照提言等[1][2][3][5][7][8][9]≫ 

 「衆議院議員選挙区画定審議会設置法」を改正し、一人一票の原則を明

記すると共に、国勢調査結果公表の度（５年毎の簡易調査を含む）、一人

一票に近づけるメカニズムを内包させる。 

 まず、次回総選挙は選挙区間較差1.5倍未満で実施し、参議院について

も次期選挙までに是正する。選挙区合区1の可能性も検討する。 

 立法で較差是正がなされない場合、司法が牽制機能を働かせる。 

 

2. 衆議院は「単純小選挙区制」とし、優越性を明確化する。 

≪参照提言等[1][2][3]≫ 

 次回総選挙までに、衆議院を「単純小選挙区制」に移行する。 

                                            
1 2015年７月に「４県２合区を含む10増10減」する改正公職選挙法が成立した。 
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 衆参の議決が異なった場合の衆議院の再議決要件を過半数とする。半

面、参議院で否決した場合には、一定期間は衆議院で再議決ができない

こととする（衆議院に対する「再審議命令」）。 

 

3. 参議院は「全国規模の拘束名簿式比例代表制」とし、機能を見直す。 

≪参照提言等[3]≫ 

 「全国規模の拘束名簿式比例代表制」を中心に、制度的・技術的観点か

ら専門的な検討を行い、選出方法を見直す。 

 衆議院と機能分担を図る観点から見直す。 

 首班指名は行わず、現職の参議院議員は政権（大臣、副大臣、政務

官）に入らないことで、政権とは一線を画す。 

 特定分野（人事案件、決算、行政監視等）は、先議とする。 

 

4. 国会審議の活性化を図る。 

≪参照提言等[3][9]≫ 

 審議日程決定プロセスへの内閣の関与を国会法で規定する。また、内閣

提出法案の修正機会を増やす。加えて、会期不継続の原則を廃止する。 

 議員立法を促進するため、発議に必要な最低賛成者数を引き下げる。 

 法案の逐条審議を導入する。 

 

5. 若年層の投票率を向上させる。 

≪参照提言等[7][9]≫ 

 中学・高校における公民教育を強化し、国や地域社会の意思決定に主体

的な参画についての重要性を教える。 

 選挙権付与年齢を18歳に引き下げ2、若年層の民意の反映を拡大する。 

 インターネット選挙運動を解禁3する。また、インターネットや携帯電話によ

って、どこからでも投票できる環境を整備する。 

 

6. 第９次選挙制度審議会を早期に設置する。 

≪参照提言等[2][3][8][9]≫ 

 第９次選挙制度審議会4を早期に設置し、議員の定数削減および選挙制

度の抜本改革を行う。 

 憲法で本来参議院に予定されていた機能を果たすため、国会での機能分

担のあり方を含めて衆参一体で制度設計を行う。 

                                            
2 2015年６月に選挙権年齢を18歳以上に引き下げる改正公職選挙法が成立した。 
3 「公職選挙法の一部を改正する法律」（2013年５月）により、選挙期間中のホ

ームページの更新、候補者・政党等による電子メールの送信等が解禁された。 
4 衆議院に「衆議院選挙制度に関する調査会」、参議院には「選挙制度協議会」

が設置されている。 
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【政策本位の政治】 

 

1. 「政権公約（マニフェスト）」を起点とした PDCAサイクルを確立する。 

≪参照提言等[1][2][5][6][7]≫ 

 マニフェストは、党内で時間をかけてオープンな議論を重ね、民主的手続

きを経て決定する。 

 マニフェストの内容を予算化や法案化する際には、具体的政策を政府原

案（グリーンペーパー）として開示し、国民に意見を求める。必要な場合は

修正を行った上で、最終的な政策案（ホワイトペーパー）を決定する。 

 各政党の党首の任期は、衆議院議員の任期と同一にして、マニフェスト実

行の責任を明確にする。衆議院議員任期中に政権与党の党首が交代し、

マニフェストを大幅変更する場合、衆院を解散し、国民の信を問う。 

 

2. 「政策市場」を構築する。 

≪参照提言等[6][7]≫ 

 政党シンクタンクを活用し、政策立案能力を強化する。党本部から独立し、

政策立案および人材育成に使途を限定した政治献金の受け皿とする。 

 「民間非営利型シンクタンク」の育成・発展に向けた環境（寄付税制、組織

設置・運営、人材等）を整備し、「政策市場」を構築する。 

 

【政党、政治資金】 

 

1. 「政党法」を制定し、政党力の底上げと統治機能強化を図る。 

≪参照提言等[4][5][9]≫ 

 すべての政党が綱領を制定する。 

 「政党法」の制定によって以下を規定し、ガバナンスを機能させる。 

（a）党綱領5の制定・公開、（b）支部設置数の制限、（c）マニフェストに盛り

込むべき事項、策定手順の規定・公開、（d）政権獲得後のマニフェスト修

正に必要な手続き、（e）代表選挙のあり方、与党党首の任期、（f）政党助

成金の支給対象・管理のあり方、使途の公開、（g）連立協議のあり方 

（h）候補者選定・比例代表名簿の順位付け過程の透明化、（i）倫理規定 

 

2. 政党は多様で優秀な人材を登用・育成する。 

≪参照提言等[5][7]≫ 

 各政党は、「公募」や党員投票による「予備選」を積極的に導入し、真に優

れた人材が選ばれる候補者選定の仕組みを整備する。 

 当選２回までの議員については、出身地や親族の地盤以外の選挙区か

ら立候補させ、国政を担う政党政治家として育成する。 

                                            
5 社民党を除き、第47回衆議院議員選挙で議席のある政党は党綱領を制定。 
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3. 企業・団体献金は原則禁止し、個人献金を促進する。 

≪参照提言等[7]≫ 

 企業・団体献金（パーティー券購入も含む）は原則禁止し、政党から独立

した政党シンクタンクへの寄付のみに限定する。また、企業・団体が構成

員から徴収しての献金、選挙支援人材の派遣も禁止する。 

 個人献金促進のための制度整備を進める。 

 政党助成金は、政策立案を主目的とするものに限定し、政策立案補助費

として一元管理する。また、助成金受給資格を満たす野党に補助金制度

（日本版ショートマネー）を導入する。 

（2014.6.4代表幹事定例会見）政党助成金が法制化された際、企業・団体献金

はいずれ廃止の方向と決まったが、それが無視されたままになっている状況は、

ある程度考慮する必要がある。年間三百数十億円も政党助成金として交付され

ていることと、（企業・団体献金との）バランスはしっかり考える必要がある。 

4. 「日本版 FEC」を設置し、政治資金の情報公開を促進する。 

≪参照提言等[1][7]≫ 

 政治家別に政治資金を一括集計し、公開・監視する独立機関として、米国

の連邦選挙委員会（FEC：Federal Election Committee）に倣い、「日本

版 FEC」を設置する。 

 政党支部設置数に規制を設ける。 

 各政党の本部と支部、および資金管理団体には、企業会計原則に準拠し

た損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書を毎年公開し、内

部・外部の会計監査を義務づける。 

 米国のロビイング制度を参考に、行政府や政治家・政党に対する政策要

望を公開する。 

 

参照提言等 

 

[1] 「首相のリーダーシップの確立と政策本位の政治家の実現を求めて」（2002年10月、2001年度政治委員会） 

[2] 「さらなる政治改革の推進を」（2004年3月、2003年度政治の将来ビジョンを考える委員会） 

[3] 「わが国「二院制」の改革」（2005年5月、2004年度政治の将来ビジョンを考える委員会） 

[4] 「中央政府・政党の機能再構築」（2006年4月、2005年度政治委員会） 

[5] 「３つの軸から政治改革の加速を」（2007年5月、2006年度政治委員会） 

[6] 「マニフェスト時代の行政体制と“政策市場”の構築を」（2008年4月、2007年度行政改革委員会） 

[7] 「『政党による政策本位の政治』の実現に向けて－マニフェスト政治の確立と政治資金のあり方－」

（2010年2月、2009年度政治・行政改革委員会） 

[8] 「衆議院選挙制度改革 格差是正に向けた早急な対応を」（2012年2月、2011年度政治・行政改

革委員会） 

[9] 「政党・政策本位の政治の成熟化と統治機構改革～『決断できる政治』の実現に向けて～」（2012

年5月、2011年度政治・行政改革委員会） 

http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2002/021022a.html
http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2003/040315a.html
http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2005/050520a.html
http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2005/060418a.html
http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2007/070531a.html
http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2007/080402a.html
http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2009/100215a.html
http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2009/100215a.html
http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2011/120220a.html
http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2012/120517a.html
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【Ⅰ-２】 行政改革 
 

 

【内閣主導の行政体制】 

 組織横断的な国家戦略を企画立案・調整する。 

 内閣による人事権と予算権を確保する。 

 

【行政の効率化・透明化、電子政府】 

 独立行政法人はゼロベースで再検討し、徹底して見直す。 

 BPR、電子化によって行政の効率化を進める。 

 「日本版 GAO」を設置し、政策評価機能を強化する。 

 

【国家公務員制度改革】 

 官僚の能力向上・発揮に資する国家公務員制度改革を行う。 

 

 

【内閣主導の行政体制】 

≪参照提言等[4][8]≫ 

1. 組織横断的に国家戦略を企画・立案・調整する。 

 「国家戦略本部1」を設置し、その下に「経済財政諮問会議」「国家安全保

障会議」を置く。各府省から重要な国家戦略を担う機能を移行し、横断的

に企画・立案・調整を行う。移行した機能の担当局長以上は転籍させ、ス

タッフも集約し、政治任用する。 

 

2. 内閣による人事権と予算権を確保する。 

≪参照提言等[8]≫ 

 各府省幹部は首相が承認し決する仕組み2とする。 

 国家戦略本部で予算編成の基本方針を策定し、これを閣議決定する。こ

の方針に基づき、重点政策別および大枠の府省別予算配分を決定する。

各府省の予算執行を事後評価・監視、決算査定を行う機能を設ける。 

 

【行政の効率化・透明化、電子政府】 

 

1. 独立行政法人はゼロベースで再検討し、徹底して見直す。 

≪参照提言等[5][6][7][9]≫ 

                                            
1 民主党政権で「国家戦略室」が設置されたが、局の設置は断念。 
2 内閣人事局の設置（2014年５月）により、官邸の意向を幹部人事に反映。 
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 独立行政法人の事務・事業について、見直し基準を明確にした上で、（a）

事業を中止する、（b）民営化・民間委託する、（c）実施主体を国（府省）に

戻す、（d）実施主体を地方自治体に移す、（e）実施体制を再構築した上で

継続する、（f）現状の体制で継続する、のいずれかを選択する。 

 業務類型3についての基本方針を定め、個別の見直しを実施する。 

 各省の独法評価委員会は廃止し、「独立行政法人総合評価会議（仮称）」

を設置する。所管大臣に対して業務改善や組織改編等を勧告する。 

 

2. BPR、電子化によって行政の効率化を進める。 

≪参照提言等[1][2][4][9][11][12]≫ 

 行政の業務プロセス改革（BPR）の「行動計画」を策定する。 

 各府省の情報基盤システムを一元化する。 

 「マイナンバー4」により行政ワンストップサービスを実現する。 

 各府省の ICT担当部署を統合し、「電子政府センター」を設置する。 

 電子政府の推進にあたっては、ICT 担当大臣5（電子政府推進担当大臣）

を指名し、国家戦略本部に「ICT戦略局」を創設する。 

 

3. 「日本版 GAO」を設置し、政策評価機能を強化する。 

≪参照提言等[1][2][3][4][9][14]≫ 

 会 計 検 査 院 を 改 組 し 米 国 会 計 検 査 院 （ GAO ： Government 

Accountability Office）に倣った「日本版 GAO」を国会付属機関として設

置する。職員は、公認会計士の他、弁護士、科学者、エコノミスト等の専

門家も登用し、現在の体制から定員を倍増する。 

 前年度予算の執行状況と政策評価をとりまとめ、９月末までに国会に報

告する。府省別にその年の重点調査分野を集中的に調査する。 

 予算策定の前提となる、経済成長率、金利等の見通しを行う、財政当局

から独立した機関（独立財政機関）として機能する。 

 

【国家公務員制度改革】 

 

1. 官僚の能力向上・発揮に資する国家公務員制度改革を行う。 

≪参照提言等[1][2][4][10][13]≫ 

 幹部任用：国家戦略本部の幹部・スタッフ、および各府省の指定職級以上

の幹部職員は政治任用とし、幹部の一元管理を行う組織を設置6する。 

                                            
3 中期目標管理型、単年度管理型、研究開発型に分類したガバナンスを構築。 
4 情報提供等記録開示システムによるサービス提供を検討。 
5 法改正により IT戦略本部で情報政策統括監は国務大臣と同等の権限を持つ。 
6 内閣官房に「内閣人事局」を設置（2014年５月）。 
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 採用・配置：総合職は、内閣により一括採用・配置を行う。人事は複数の

府省異動を前提とする。高度専門職は各府省採用とし、事務次官や局長

と同格またはそれ以上の処遇も可能とする。 

 給与：職務・職責主義に改め、政策目標の達成度や貢献による成果主義7

を導入する。総務省の機構・定員管理と人事院の給与機能を移管8する。 

 天下り：早期勧奨退職の慣習を改め、民間並みの役職定年制を導入し、

報酬・年金制度を見直す。各府省の再就職斡旋や渡り方式を根絶する。

降格・降給を含め人事体系を見直す。 

 人事交流：官民交流を促進し、民間からの中途採用を積極的に進める。

ポジションの専門性に着目した公募型の民間任用を実施する。フリーエー

ジェント制や課長級以上の公募制の活用も検討する。 

 労働基本権：自衛隊や警察等を除き、労働基本権を付与する。身分保障

を撤廃し、雇用保険に加入する。また、分限処分手続きの整備を進める。

幹部職員は労働基本権の対象外とする。 

 

参照提言等 

 

[1] 「開かれた公務員制度の構築を」（2005年5月、2004年度公務員制度改革委員会） 

[2] 「総理のリーダーシップに基づく行政改革の一層の本格化を望む」（2006年3月、2005年度行政

改革委員会） 

[3] 「中央政府・政党の機能再構築」（2006年4月、2005年度政治委員会） 

[4] 「中央政府の再設計」（2007年4月、2006年度行政改革委員会） 

[5] 「独立行政法人の徹底した見直しを」（2007年7月、2007年度夏季セミナー） 

[6] 「独立行政法人整理合理化計画の策定に向けて」（2007年10月、構造改革進捗レビュー委員会） 

[7] 「独立行政法人の合理化・効率化を求める～独立行政法人整理合理化計画の策定に向けてⅡ」

（2007年11月、構造改革進捗レビュー委員会） 

[8] 「マニフェスト時代の行政体制と“政策市場”の構築を」（2008年4月、2007年度行政改革委員会） 

[9] 「行政支出削減推進に向けた意見」（2008年11月、2008年度経済情勢・政策委員会） 

[10] 「真の議院内閣制確立のために～「国家公務員制度改革」に対する意見」（2009年2月、2008年

度行政改革委員会） 

[11] 「2020年の日本創生－若者が輝き、世界が期待する国へ－」（2011年1月） 

[12] 「次世代へ誇れる番号制度システムの実現を～ 国益＞国民益＞政治家益・省益・企業益～」

（2012年3月、2011年度国家情報基盤改革委員会） 

[13] 「国家公務員制度改革関連法案の国会提出にあたって～横串機能を強化せよ～」（2013年11月） 

[14] 「財政再建は待ったなし～次世代にツケを残すな～」（2015年1月、2014年度財政・税制改革委員会） 

 

 

                                            
7 業績主義による人事評価システムを導入（2009年12月、2014年10月改訂）。 
8 新設された内閣人事局に移管（級別定数等は人事院が引き続き関与）。 

http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2005/050513a.html
http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2005/060331a.html
http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2005/060418a.html
http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2006/070409a.html
http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2007/070713b.html
http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2007/071030a.html
http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2007/071121a.html
http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2007/071121a.html
http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2007/080402a.html
http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2008/081104a.html
http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2008/090226a.html
http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2010/110111a.html
http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2011/120321a.html
http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2011/120321a.html
http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2013/131122b.html
http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2014/150121a.html
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【Ⅰ-３】 地方分権改革（道州制の導入） 

 

 

【基礎自治体の強化】 

 市町村合併を促進し、人口30万人規模・300程度の「基礎自治体」に再編する。 

 現行の政令指定都市並みの権限と税源移譲をする。 

 

【道州制の導入】 

 都道府県を廃止し、新しい広域自治体として全国11から12の道州に再編する。 

 

【基礎自治体の経営改革】 

 ローカル・マニフェストに基づく政策本位の首長選挙を推進する。 

 首長は地域経営者としての自覚を持ち、地域の将来ビジョンと実行計画を示す。 

 事務事業の見直しと情報公開を徹底する。 

 

【地方議会改革】 

 監視機能の強化に向けて、厳格に分離した二元代表制にする。 

 基礎自治体、広域自治体の実情に応じた議会運営、選挙制度にする。 

 

 

【基礎自治体の強化】 

 

1. 市町村合併を促進し、人口30万人規模・300程度の「基礎自治体」に再編する。 

≪参照提言等[1][2][3][4][7]≫ 

 人口30万人規模・300程度の市町村合併を促し、生活行政全般を担う「基

礎自治体」として、自立可能な規模にする。 

 地方自治法、地方財政法、地方税法等国が定める地方にかかわる法律

を基本法に一本化する。そのルールは各地域の条例で定める。 

 

2. 現行の政令指定都市並みの権限と税源移譲をする。 

≪参照提言等[4]≫ 

 超党派による地方分権改革の協議機関を設置する。 
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 「新・地方分権一括法」を制定1する。 

 基礎自治体に、政令指定都市並みの権限と税源を移譲2する。 

 

【道州制の導入】 

 

1. 都道府県を廃止し、新しい広域自治体として全国11から12の道州に再編する。 

≪参照提言等[5][6][7]≫ 

 「道州制基本法」を制定する。現行の都道府県を廃止し、全国を11から12

の道州に再編する。区割りは、有識者からなる専門委員会が複数案を提

示し、住民投票を実施し、その結果を参考に最終決定する。 

 「基礎自治体」「道州」「国」の役割分担は、「近接性の原則」「補完性の原

則」を前提に検討する。国の出先機関は、原則として道州に移管する。 

 東京23区は単独で「東京特別州」とし、その税収の一部を道州間の水平

的財政調整の財源に充てる。 

 長期債務に関して、地方で行うことが適切な業務のうち、国の特別会計で

予算化されている部門は、資産、債務、職員を特別会計ごと地方へ移管

する。移管しなかった特別会計の長期債務は、「債務返済機構」を創設し、

既存債務と新規債務を分離する。債務返済機構に国有財産の一部を移

管し、その売却収入と運用収入を返済財源に充てる。不足分については、

国および地方から拠出する。機構は60年間で債務を返済し、償還期間満

了後に解散する。 

 

【基礎自治体の経営改革】 

 

1. ローカル・マニフェストに基づく政策本位の首長選挙を推進する。 

≪参照提言等[2][3][7]≫ 

 ローカル・マニフェストに基づく首長選挙を推進する。同マニフェストの実

現に向け、幹部職員や首長スタッフは政治任用とし、特別職として首長と

任期を同じにする。首長は多選禁止とする。 

 同マニフェストに基づく職員の目標管理制度、成果主義報酬を導入する。 

                                            
1 第１次地方分権一括法（2011年４月）以降、第５次（2015年６月）までの一括

法が制定された。 
2 これまでの５次にわたる地方分権一括法により、地方分権改革推進委員会が見

直しを勧告した「義務付け・枠付け」の1,316のうち975が見直し、「事務・権

限の移譲」も169のうち113が移譲された他、提案募集方式・手挙げ方式によ

り、農地転用許可に係る権限移譲等が実施された。 
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 戦略・政策の立案・実行部隊として首長直轄の「改革本部」を、首長の諮

問機関として専門家・民間人からなる「戦略諮問会議」を、進捗状況の監

視および政策効果の測定・分析を行う「改革評価委員会」を設置する。 

 

2. 首長は地域経営者としての自覚を持ち、地域の将来ビジョンと実行計画を示す。 

≪参照提言等[8]≫ 

 地域経営の基礎となる「地域の将来ビジョン」を指し示すとともに、その実

現に向けて数値目標や施策を盛り込んだ実行計画を示す。 

 金融市場の動向に精通した外部の人材を、最高財務責任者（CFO）とし

て登用し、長期財政見通しに基づく財務マネジメントを確立する3。 

 事業の柔軟な実施に向け、地域内分権の推進と民間組織との連携を促

進する。 

 産業集積や消費行動、通勤・通学などに基づき、“圏域”視点の産業振興

に向けて広域連携を活用する。 

 住民ニーズの充足と行財政の生産性向上を両立する、コンパクトシティ化

をまちづくりのコンセプトにする。 

 人材の育成や能力向上に加え、必要な知識や経験を有する外部人材を

登用するなど、首長のビジョンを起点とした人事戦略を策定する。 

 

3. 事務事業の見直しと情報公開を徹底する。 

≪参照提言等[2][3][7]≫ 

 第三セクターをはじめ外郭団体の特別会計も含めた公会計制度4を整備

する。比較可能な形にして、常に公開・アクセスできるように整備する。 

 全事業をゼロベースから見直し、全予算項目について事業の評価・仕分

けを行い、自治体の役割を企画・調整業務等のコア業務に集中する。現

業等の周辺事業は民営化・民間委託等を促進する。そのために、市場化

テストやニューパブリックマネジメント（NPM：New Public Management）

の導入を検討する。 

 

 

 

                                            
3 実務上は、副知事や副市町村長、審議会の長などとして任命すべきだろう。 
4 2014年４月に「今後の新地方公会計の推進に関する研究会」が取りまとめた報

告書に基づき、2015年１月から３年程度を目途に、発生主義・複式簿記を導

入した統一的基準による会計書類等の作成が進められる（「統一的な基準によ

る地方公会計の整備促進について」、2015年１月総務大臣通知）。 
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【地方議会改革】 

 

1. 監視機能の強化に向けて、厳格に分離した二元代表制にする。 

≪参照提言等[7]≫ 

 監視機能を強化するため、現行の地方自治法が採用している議院内閣

制の要素を縮小し、厳格に分離した二元代表制に改革を進める。 

 具体的には、議会の不信任議決権と首長の解散権の廃止、議会招集権・

議事堂管理権・議会予算執行権等の議長への付与、副知事・副市長等の

選任にかかわる議会同意の廃止等を行う。 

 

2. 基礎自治体、広域自治体の実情に応じた議会運営、選挙制度にする。 

≪参照提言等[7]≫ 

 基礎自治体の議会では、住民が生業と議員を兼職できるように、標準会

議規則の多様化を通じ、平日夕方以降や休日の定例開催を促進する。な

お、小規模な基礎自治体では、読会制や町村総会の採用も検討する。 

 広域自治体の議会では、行政監視のプロフェッショナル集団としての責任

を果たすべく、通年会期制の導入とそれに応じた定数・報酬を定める。 

 公職選挙法を改正し、基礎自治体の議会議員選挙に中選挙区制を、広

域自治体の議会議員選挙に大選挙区完全連記制を導入する。 

 財政再建のために、地方議会の議員数を削減する。また、地方議員は率

先して自らの報酬を見直し、財政再建の目処がつくまで報酬を返上する

等、歳出削減に努める。 

 

参照提言等 

 

[1] 「基礎自治体強化による地域の自立」（2006年4月、2005年度地方行財政改革委員会） 

[2] 「基礎自治体の経営改革」（2007年6月、2006年度地方行財政改革委員会） 

[3] 「基礎自治体のガバナンス改革」（2008年6月、2007年度地方行財政改革委員会） 

[4] 「同友会版『骨太の方針』」（2009年7月、2009年度夏季セミナー「軽井沢アピール」添付） 

[5] 「地域主権型の道州制導入に向けて＜中間報告書＞」（2009年10月、2009年度地方行財政委

員会） 

[6] 「道州制移行における課題－財政面から見た東京問題と長期債務負担問題－」（2010年5月、

2009年度地方行財政委員会） 

[7] 「地方議会の改革について」（2012年4月、2011年度地域主権型道州制委員会） 

[8] 「知事・市町村長は“地域経営者”となれ―統一地方選挙の重要争点とすべき５つの取り組み―」

（2015年2月、2014年度地方分権・道州制委員会） 

http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2005/060425a.html
http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2007/070612a.html
http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2008/080624a.html
http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2009/090717a.html
http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2009/091009a.html
http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2010/100519a.html
http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2012/120417b.html
http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2014/150224a.html
http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2014/150224a.html



